
呈示（提示）

あるため

呈示（提示）

決済債務として全額保護される「手形、小切手その他手
形交換所においてその表示する金額による決済をするこ
とができる証券または証書について手形交換所における
呈示（提示）に基づき行われる取引に関し農水産業協同組
合が負担す債務」に係る資金とはどのようなものですか。

　手形交換所において、手形、小切手等の呈示（提示）が行われたことに
基づく農水産業協同組合その他の金融機関等の間の資金決済のための支払
資金（代理交換を含む）とされています。

　農水産業協同組合が自己宛に振り出した小切手を顧客に売却した場合に
売買代金として受け入れた当該小切手の呈示（提示）に基づく支払に充て
るための資金とされています。

交換呈示（交換提示）に基づく資金決済のための支払資金


